
 令和６年度 第 7回 名桜大学研究倫理審査委員会 議事要旨 

 

１． 日 時：令和 6 年 11 月 15 日（金）16：30～18：00 

２．場 所：本館 4階 第 1会議室 

３．出席者：永田美和子委員長、大城凌子人間健康学部長、仲尾次洋子国際学部長・国際学部会長、嘉

納英明国際文化研究科長(国際地域文化システム専攻修士・博士課程)、花城和彦看護学研

究科長(博士前期課程)、奥本正スポーツ健康科学研究科長（修士課程）、小嶋洋輔研究所長

(Teams)、木村安貴人間健康学部会長、満名悦子外部審査委員(沖縄県民生委員 児童委員協

議会理事) 

４．欠席者 グレッグ美鈴看護学研究科長（博士後期課程）、矢野恵美外部審査委員（国立大学法人琉球

大学法科大学院教授）、池原秀人事務局長 

 

５．陪 席 仲榮眞修地域連携研究推進課長、屋部藍華地域連携研究推進課係員、前里貴史地域連携研

究推進課係員、比嘉真恵美地域連携研究推進課係員 

６．議事 

   議事に先立ち、永田委員長より定足数の確認がなされた後、開催宣言が行われた。 

 

【審議事項】 

(1) 研究倫理審査について 

木村委員より、資料に基づき 2024-021-1-1 人間健康学部健康情報学科教員の研究計画書（1 件）

の審査について説明があり、審議の結果承認となった。 

木村委員より、資料に基づき 2024-022-1-1 人間健康学部健康情報学科教員の研究計画書（1 件）

の審査について説明があり、審議の結果承認となった。 

結果については、下表のとおり。 

受付番号 研究課題名 受理日 審査委員会承認日 判定 

2024-021-1-1 
歩行データから認知機能を予

測可能な AI の開発 
令和 6 年 9 月 20 日 令和 6 年 11 月 15 日 

   

承認 

 

2024-022-1-1 

ウエアラブルデバイス（Fitbit）

を活用した沖縄県北部地区住

民におけるライフログデータ

調査およびこれに基づく疾患

予兆法と予防法の開発 

令和 6 年 9 月 20 日 令和 6 年 11 月 15 日 承認 

 

（2）名桜大学研究倫理に関する規程の一部改正について 

仲榮眞地域連携研究推進課長より、資料に基づき、名桜大学研究倫理に関する規程の一部改正（案） 

について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

（3）名桜大学研究倫理審査部会規程の一部改正について 

仲榮眞地域連携研究推進課長より、資料に基づき、名桜大学研究倫理審査部会規程の一部改正（案） 

について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 



※名桜大学研究倫理に関する規程の一部改正に関連し、前回の委員会で承認された別紙資料の倫理審

査判定基準（第 10 条 2 項）について、条件付承認の判定基準の３行目、審査結果通知書に記載さ

れている意見に従い、申請書および研究計画書を適切に修正し、申請書類一式を再提出する。の現

行文に、申請書類一式を原則として指定日までに再提出するとの文言を追記するか否かの議論がな

され、判定基準の資料には入れずに、倫理審査手続きの資料に入れていくことが、承認された。 

  

 

（4）研究倫理審査者（通常審査）に係る謝金について 

      永田委員長より、資料に基づき、前回からの継続審議となっている研究倫理審査者に係る謝金

等基準について、部会長にも謝金を支給した方が良いとの意見を反映した基準、3．謝金・学部研

究倫理審査部会長は、通常審査の件数ではなく、学部研究倫理審査部会の実施時に 5,000 円とす

る、との謝金基準説明がなされた。また、この件については、総務課と調整中であり、部会委員

の謝金については、おおよそ了承を得ているが、部会長への謝金については、全学的な委員長と

同列の役職になるため、総務課で検討が必要との説明がなされた。 

 

（5）オプトアウトの導入について 

地域連携研究推進課前里係員より、資料に基づき、①研究倫理におけるオプトアウトの導入に

ついて（提案理由）、②オプトアウト導入 HP（案）、③名桜大学人を対象とする研究におけるオ

プトアウト実施に関する指針（案）、④オプトアウト確認票（案）⑤研究倫理審査申請書（案）⑥

研究情報公開文書（案）⑦情報提供拒否通知書（案）の説明があった。 

審議の結果、下記を修正し、次年度よりオプトアウトを実施することが承認された。 

・名桜大学人を対象とする研究におけるオプトアウト実施に関する研究指針 

（審査） 

4.研究倫理審査委員会及び研究倫理審査部会は、提出された申請書等をもとに、次の「許可基

準」に照らして、オプトアウトの実施許可を審査する。⇒4.研究倫理審査委員会及び研究倫

理審査部会は、提出された申請書等をもとに、審査をする。（「次の」以下は削除） 

（許可基準） 

（4）削除する。 

・オプトアウト実施 確認票 

審査者用であることが確認された。 

    ・提案理由 

３行目「同意には文書による同意、口頭による同意があり、さらに～」⇒「同意には文書によ

る同意、口頭による同意があります。」（「さらに」以下は削除） 

    

  

【報告事項】 

(1) 審査申請状況について 

仲榮眞地域連携研究推進課長より、資料に基づき報告がされた。 

・人間健康学部審査部会研究倫理審査 審査状況 

( 11 月) 審査部会審査 2 件(結果：承認 2 件) 



 

【その他】 

（1）研究倫理審査に関するアンケートについて 

   仲榮眞地域連携研究推進課長より、研究倫理審査に関するアンケート調査について、資料に基づ 

  き説明がなされ、原案どおり承認となった。 

  アンケート実施期間：12/9（月）～12/27（金）  

 

(2) 令和 6 年度第６回研究倫理審査委員会議事要旨について 

令和 6 年度第６回研究倫理審査委員会議事要旨について承認がされた。 

     

永田委員長より、前回の名桜大学研究倫理審査委員会にて、人間健康学部スポーツ健康学科生の 

研究計画書（1 件）の審査について、委員からの指摘事項を修正した書類一式の提出があり、委員

長が確認を行い、承認となったことが報告された。 

 


